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１．調査概要
　１．１　事業目的
近年、IoT、ビッグデータ、AI、ドローン等の新たなテクノロジーが革新的に進展する一方、保安人材の多くを占める熟練層の大量退職及び若年層の雇用が困難な状況により、産業保安の確保が揺らぎかねない状況である。こうした背景から、産業保安分野では、新技術の導入を通じ、安全性と効率性を追求しつつ、保安レベルを持続的に向上させるための取り組み（スマート保安）を一層促進することが必要である。こうしたことから、経済産業省では、令和５年１２月に、産業保安分野（高圧ガス保安法・ガス事業法・電気事業法）共通で、「テクノロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できる事業者」に係る認定高度保安実施者制度を開始した。本制度の認定に当たっては、３法共通で経営トップのコミットメント、高度なリスク管理体制、テクノロジーの活用、サイバーセキュリティ対策の４つを要件としている。ガス事業法における認定高度保安実施事業者制度（以下「認定制度」という。）については、ガス事業者の保安レベルが一定水準以上であることから、現行の規制における行為規制は維持しつつ、届出等の行政手続を簡略化することで、より自主性を高める仕組みとしている。そこで、本事業では、認定制度における審査の支援（審査会の運営含む。）を行うとともに、認定制度の運用に資する事例集案の作成を行うことを目的とする。

　１．２　調査内容
本事業の実施に当たっては、あらかじめ経済産業省大臣官房産業保安・安全グループガス安全室（以下「ガス安全室」という。）と協議の上、実施した。
（１）認定制度の審査における運営支援 
認定に係る審査は、国が①書面確認、②現地調査、③審査会審査の順に行う。①書面確認及び②現地調査についてはガス安全室職員が行い、②現地調査については、加えて必要に応じて経済産業省産業保安監督部（支部、北陸産業保安監督署、那覇産業保安監督事務所を含む。）の職員及び専門家（ガス工作物に係る保安、保安力評価、スマート保安技術等の分野から２名程度）が行う。③審査会審査については、本事業内に審査会を設置し、①書面確認及び②現地調査を踏まえ、複数名（ガス工作物に係る保安、保安力評価、スマート保安技術、IoT、サイバーセキュリティ、リスクマネジメントの分野から６名）の専門家により審査する。本事業においては、ガス工作物使用前検査業務などの知見と実績を活かして ①書面確認から③審査会審査までの審査の運営支援を行う。

（２）認定制度に関する事例調査及び事例集案の作成 
[bookmark: _Hlk193702024]認定制度の実務を踏まえ、スマート保安の事例について情報を収集・整理し、事例集案の作成を行った。 事例の情報収集・整理に当たっては、都市ガス事業者や一般社団法人日本ガス協会とのネットワークを活かして事例を収集し、ヒアリングを実施した。特に、テクノロジーの活用について、重点的に事例を収集することとし、設備健全性に関する劣化予兆診断技術（寿命・劣化診断）、デジタルデータ技術、可視化技術（仮想現実技術等）を活用した保安管理技術・教育研修技術その他、人による保安管理技術・作業を効率化／高度化する保安技術について、事例を収集することとした。



２．認定制度の審査における運営支援　
　２．１　認定制度の審査実施に向けての準備
書面確認や現地調査において確認する内容について、ガス工作物使用前検査員(外部委託)及び事務担当、製品認証、ISO認証の審査員が担当し、ガス工作物使用前検査で培った知見とともに、製品認証、ISO認証で培った審査の知見を活用して効率的に省令・告示の要求事項及び審査の視点を漏れなく確認するためのチェックシートを作成した。また、チェックシートは審査会で審査が可能な様式とし、書面確認や現地調査で活用するものとして認定制度の審査実施に向けて繰り返しブラッシュアップして準備した。
[bookmark: _Hlk192787518]現地調査等はなかったものの、審査会委員の選定に当たって必要となる専門性などの情報の収集等を行い、就任等に係る手続き等を実施した。審査会委員については、ガス工作物に係る保安、保安力評価、スマート保安技術、IoT、サイバーセキュリティ、リスクマネジメントの分野の専門家から略歴、専門性の妥当性を確認し委員構成を検討した。各委員の就任等に係る手続きにあたっては、認定制度の審査の概要をまとめた説明資料を作成、ガス安全小委員会での認定高度保安実施事業者制度の説明資料、認定基準を準備し、対面、Webにより事前説明を実施した。書面確認、現地調査、審査会における審査の一連の流れについて概要を説明し、審査会委員の理解を得た。また、委員の就任に係る書類や承諾書、審査会規約案、委員名簿の発送、承諾書の受領を行うとともに、審査会審査の開催が可能なように審査会委員の日程を確保して、適切に開催できるように準備した。

[bookmark: _Hlk192088043]　　２．１．１　書面確認用チェックシートの作成
書面確認用チェックシートは、省令・告示の要求事項に基づきチェック項目を作成した。ガス事業法では電気事業法の安全管理審査のような体制を審査する制度がないため、申請事業者がチェック項目に対する適合性を分かりやすく記入できる様式とし、審査の視点、確認書類（例）を参照して適合性の根拠書類を基に、適合性を具体的に記入していたくこととした。また、提出資料のチェック欄を設け書面確認結果を記入できるようにした。
申請事業者が記入しやすく、審査会資料に活用されることを考慮して、申請事業者や審査会委員にも分かり易い表現となるようにブラッシュアップを重ねることにより、使用し易いチェックシートとなるようにした。

　　２．１．２　現地調査用チェックシートの作成
現地調査用チェックシートは、省令・告示の要求事項及び審査の視点に基づきチェック項目を作成した。チェック項目毎に現地調査結果を記入できるようにし、効率的に漏れなく現地調査を実施するためのチェックシートとした。
現地調査で使用しやすく、審査会資料に活用されることを考慮して、現地調査員や審査会委員にも分かり易い表現となるようにブラッシュアップを重ねることにより、使用し易いチェックシートとなるようにした。

２．１．３　認定制度の審査会
審査会のメンバー構成は、ガス工作物に係る保安、保安力評価、スマート保安技術、IoT、サイバーセキュリティ、リスクマネジメントの分野から６名の専門家をガス安全室と協議の上、選定した。なお、本審査会は非公開とする。

審査会委員
	専門分野
	委員名
	所属

	ガス事業分野全般
	非公開
	非公開

	リスクマネジメント分野
	非公開
	非公開

	サイバーセキュリティ分野
	非公開
	非公開

	リスク工学分野
	非公開
	非公開

	保安、保安力評価、スマート保安技術、IoT分野
	非公開
	非公開

	保安、保安力評価、スマート保安技術、IoT分野
	非公開
	非公開



　２．２　審議経過
審査会の開催はなかった。

３．認定制度に関する事例調査及び事例集案の作成
[bookmark: _Hlk192144839]　３．１　認定制度に関する事例調査
[bookmark: _Hlk193703358][bookmark: _Hlk193703436]一般社団法人日本ガス協会にヒアリングを行い、認定制度の実務を踏まえ、スマート保安の技術内容について情報を収集した。設備健全性に関する劣化予兆診断技術（寿命・劣化診断）、デジタルデータ技術、可視化技術（仮想現実技術等）を活用した保安管理技術・教育研修技術その他、人による保安管理技術・作業を効率化／高度化する保安技術について、技術内容として遠隔監視、情報管理プラットフォーム、AI（人工知能）、専門技術の自動化、シミュレータを選定し、都市ガス事業者の導入事例（ガス導管内 露点遠隔管理システム、災害復旧支援システム(DRESS)、ガス管の劣化予測、ガスホルダー検査の機械化、VRを用いた安全教育）について都市ガス事業者のヒアリングを実施した。なお、事例の選定に当たっては、ガス工作物使用前検査員(外部委託)の意見を踏まえて選定した。

　３．２　認定制度に関する事例集案の作成
　　　実際の現場での実態に即した内容となるようにイメージ図や記載文書の作成等を都市ガス事業者及び一般社団法人日本ガス協会と綿密に実施した。
事例集案の概要、技術内容１(遠隔監視）導入事例（ガス導管内 露点遠隔管理システム）、技術内容２（情報管理プラットフォーム、AI（人工知能） ）導入事例（災害復旧支援システム(DRESS)、ガス管の劣化予測）、技術内容３（専門技術の自動化）導入事例（ガスホルダー検査の機械化）、技術内容４（シミュレータ）導入事例（VRを用いた安全教育）として整理した。(別添「令和６年度産業保安等技術基準策定調査研究等事業（ガス事業法に係る認定高度保安実施事業者制度に関する調査事業【好事例集案】」参照)
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